
委員長 　出席委員定足数に達しておりますので，平成２８年第９回大崎市教
育委員会定例会は，成立いたしました。

　これから会議を開きます。

委員長 　はじめに，第８回定例会の会議録の承認を求めます。
　内容について，ご異議ありませんか。

　ご異議ないものと認め，会議録を承認いたします。

　本日の会議録署名委員を指名いたします。
　若見委員にお願いいたします。

委員長 　次に，教育長報告に入ります。
　報告事項があれば，教育長から報告願います。

　最初に，古川第一小学校水泳プール改築工事について，ご報告申し
上げます。
　古川第一小学校水泳プール改築工事につきましては，平成２９年１
月下旬の完成を目指し，基礎工事を行っておりますが，掘削していた
土壌から０．０２２ｍｇ／リットルのヒ素が検出されました。
　その処理方法などにつきまして大崎保健所と協議を進めてまいりま
したが，今般検出されたヒ素濃度は自然由来によるものと判断される
ものであり，旧水泳プール解体後に「埋め戻し土」として使用するこ
とに制度上問題がないことの確認がとれました。
　この工事において，ヒ素が検出された掘削土を適切に処理するとと
もに，児童等がこの掘削土に触れることがないように，保管封じ込め
に万全を期してまいります。
　次に，大崎市中学校駅伝競走大会，及び大崎市中学校新人体育大会
についてご報告をいたします。
９月１日，残暑の中，化女沼周辺コースにおいて第１１回大崎市中学
校駅伝競走大会が開催されました。
　市内の中学校から男子２４チーム，女子２２チームが参加いたしま
した。
　結果は，男子の部では，松山中学校Ａチームが１区からずっと先頭
を走り続けて優勝，第２位が三本木中学校Ａチーム，第３位が古川南
中学校Ａチームでした。
　女子の部では，古川南中学校Ａチームが，５区間中４区で区間賞を
とり，３年連続優勝，第２位が古川黎明中学校Ａチーム，第３位が古
川中学校Ａチームでした。
　男女とも上位２チームが，９月３０日金曜日に，ひとめぼれスタジ
アム宮城（利府）で開催される県大会に出場いたします。



　また，９月１７日，１８日には，第１１回大崎市中学校新人体育大
会を実施いたしました。
　野球，サッカー，柔道，剣道等１１種目のスポーツ競技が，鹿島台
中央野球場，江合川緑地公園サッカー場等各会場で行われました。各
種目とも２年生，１年生を中心とした新しいチーム体制のもと，日々
の練習の成果をいかんなく発揮しました。今後の県大会等でのさらな
る活躍を期待しております。
　次に，先週の９月２２日には，パレット大崎を会場として「協働教
育の研修会」を開催しました。
　第１部の基調講演は福島医大の横山浩之教授をお招きし「二次障害
と家庭教育のあり方」についてご講演をいただき，第２部では子育て
に関する代表の方々とシンポジウムを行いました。
　家庭教育に興味・関心がある方や，現在子育て中の方々にお集まり
いただき，家庭教育支援のあり方について話し合いました。

　最後に，９月１３日より行われております平成２８年第３回大崎市
議会定例会について，ご報告申し上げます。
　学校教育・社会教育を中心とした歳入・歳出を含む一般会計補正予
算案をはじめとして，古川第一小学校屋内運動場大規模改造建築工事
請負に関する仮契約締結議案，さらには図書館等複合施設書架購入に
関する仮契約締結議案を提出し，延べ１０人の議員からご質問をいた
だきました。
　教育委員会としての考え方をご説明申し上げ，ご可決いただきまし
たことから，各事業について，適切に予算を執行してまいります。

以上で教育長報告を終わります。

委員長 　ただいまの教育長報告について，補足説明があれば，説明願いま
す。

教育部長 　私から定例議会に関して報告をさせていただきます。今回の議案の
中で補正予算を可決いただいておりますが，主な内容につきましては
鹿島台幼稚園・小学校・中学校，それから長岡小学校・古川北中学校
における教材備品が約1,200万円。それから図書購入費で新図書館の
準備も含みますが約2,200万円程でございます。いずれも指定寄付を
いただいた形での整備ということになります。
　それから中体連全国大会補助，スポーツ団体の全国大会等の補助で
約1,000万円。公民館，体育館施設等の修繕で500万円程補正予算を組
んでおります。
　先ほど教育長からも報告がございましたが，新図書館等複合施設の
家具，書架の購入契約議案でございますが特注品の必要性について質
疑をいただき，利用者の利用しやすさあるいは耐久性，他の図書館と
の比較等の観点から説明をし理解をいただいたところでございます。
　今後の議会の予定ですが，明日から決算特別委員会が４日間開催さ
れまして，総務関係は明日１日の集中審議となっております。来週の
１０月４日から４日間一般質問がございまして，教育委員会関係でい
いますと人材育成の基金創設，それから貧困対策，岩出山地域小学校
の統廃合等について一般質問を受けているところでございます。教育
委員会の考えをお示しし，理解をいただく予定にしているところでご
ざいます。
　以上でございます。

委員長 　教育長報告につきまして，質疑はありませんか。

委員長 　質疑がないものと認め，教育長報告を承認いたします。



委員長 　次に，専決処分報告に入ります。
　「大崎市スポーツ推進委員の委嘱に関する専決処分について」
  生涯学習課長から報告願います。

生涯学習課長 （　説　明　）

委員長 　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

（質疑応答）

委員長 　質疑がなければ、ただいまの専決処分報告について承認します。

委員長 　日程第１　議案第４５号「大崎市学校給食運営審議会委員の委嘱に
ついて」を議題といたします。
　教育総務課長　説明願います。

教育総務課長 （　説　明　）

委員長 　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

委員長 　私の方から一つ確認というか，教えていただきたいことがあるので
すが，審議会のメンバーにＰＴＡ連合会から７人の方が入っています
がこれは各地域を代表する方々という捉えたかたでよろしいですか。

教育総務課長 　はいそうです。

委員長 　質疑がなければ，本案についてご異議なしと認め，原案のとおり決
定いたします。

委員長   次に日程第２　議案第４６号「人事案件について」を議題といたし
ます。
　教育部参事　説明願います。

教育長 　発議

委員長 　発議があるので認めます。

教育長   議案第４６号につきましては人事案件でありますので，教育委員会
会議規則第５条第１項の規定により秘密会とすることのお取り計らい
をお願いいたします。

委員長 　お諮りいたします。
　議案第４６号「人事案件について」は，秘密会とすることにご異議
ございませんか。

委員 （異議なしの声）

委員長 　ご異議なしと認め，秘密会といたします。
　教育部長，教育部参事，教育総務課長を除き，そのほかの方々はご
退室願います。

委員長 　会議を再開いたします。



委員長 　次に報告事項に入ります「「ひと・地域づくりを支える生涯学習拠
点施設整備構想」の策定について」　中央公民館長　説明願います。

中央公民館長 （　説　明　）

委員長 　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

氏家委員 　大変よくできた構想といいますか，よくわかる構想だなと思いま
す。図書館が市民の人の流れを作る，そういう理念を打ち出して場所
の選定などをして完成を待つところなので，それにタイアップした公
民館の場所の選定等をするとより良いものができるのかなと期待をワ
クワクさせておりました。
　感想なんですが，古川地域の方には素晴らしい構想なんですが限界
と呼ばれる集落が出現した時に公民館がどう関わって行くのかという
のがこれとは別に求められてくるのかなと思います。早速３０年４月
には小学校が統合するので小学校が担ってきたコミュニティーづくり
を公民館だけでカバーできるかというのは住民が一番不安に思ってい
るところではないかなと思っています。できたら中央公民館がその辺
りまで目配りできるような位置づけにあればいいのかなと期待してお
りますのでよろしくお願いします。

松本委員 　策定という事なんですがこれはシンプルに言えば，中央公民館を建
て替えたいということで良いんですよね。であればその中心的な役割
としての中央公民館を建て替える必要性っていうのがいまいち伝わっ
てこないんですね。基本目標４番の基本目標方針を読むと各基幹公民
館或いは地区公民館でもできている方針なのではないかなという印象
を持つんですね。なので，もう少し統括するような仕事は何なのかと
いうのをもうちょっとアピールしていただくと，中央公民館は建て替
える必要があるのだというのを市民の皆さんに提言できるのかなと思
いました。

若見委員 　中央公民館をよく利用させていただきまして，老朽化が激しいとい
う事も十分存じております。これを拝見させていただきまして防災と
か防犯の活動拠点という言葉はどこにも出てこないのかなということ
に気づきまして，どうして出てこないのかなという疑問に思ったこと
が一つと，図書館もできます，もしも市役所の周辺という事であれば
いろいろな拠点は市役所の周辺にあると思いますが，どういうものに
特化したものをしたいかというのがなかなか見えてこないのかなとい
うのが率直な感想です。



中央公民館長 　まずは，氏家委員からの指摘のとおり，今度新しくできる図書館複
合施設等，それから駅からの動線がありますがそれが東の拠点になり
ます。それから新しい中央公民館の構想をしているところが市役所周
辺ということで西の拠点になってきてここに動線ができることで人の
流れというか交流というかそういうのが生まれてくるのではないかと
いうのが一つあるんですけれども。
　防災の拠点というのはまた別に道の駅構想のところが防災の拠点に
なってきます。そちらの方に防災の拠点があるので，こちらは文化施
設というかそういった人の交流ができる，誰でも自由に立ち寄ること
ができるような場所の構想。また各地区公民館との連携ですね学校の
統廃合等がありますとそういったところでますます地区公民館の持っ
ている役割というのが大きくなってくるというのがありますし，こち
らでももちろん連携が必要であるというのは重々わかっておりますの
で，そういったことで拠点になっていきたいということでございま
す。

委員長 　この構想は担当レベルの構想で外部の方などは入っていなくて，社
教委員の会議とか，公運審とかには諮っていない前の段階の案という
捉え方で構わないですね。
　今後この会を踏まえたうえで，修正をして意見を聞きながらものが
形作られていくわけですね。

中央公民館長 　今後このことに基づきまして，もし決定していただけましたなら
ば，今度は基本計画というものを策定して現実にどの様な建物を作っ
ていくかというお話しに入っていきたいと思っております。

委員長 　これを読んで本当にご苦労されているなと，中央公民館は何度行っ
てもああいう状況ですので，とはいえこの財政難の折にあのままの機
能で作ると言っても説得力が無いし足りない訳ですよね。そういった
意味でこのような構想をキチッと形作った上でいろんな意見を聞きな
がら新しい中央公民館の形を求め，したがってそういう箱も必要なん
だという風なものが無いと作ってくれと言ってもしょうがないので，
大変しっかりとその骨子がまとめられているなと思いながら，何度か
繰り返して読ませていただきました。
　それを踏まえてそういう戦略を考えた時にやっぱりそうなんだろう
なと思っているのは，地域の再考，地域の教育力の低下等，そういう
事を言われて久しいと。前にもお話ししたようにすでに三丁目の夕日
の時代の我々の頃の地域はもう再生はできません。新たな地域の創生
というのが大崎市だけではなく全体として大きな課題となっている。
そこを切り口として公民館の機能というものを強調していくという手
法は非常に大事なのではかなと思って読ませていただきました。
　それを踏まえて手法を考えた時に大崎市の地方創生総合戦略なるも
のともっとリンクさせる表現も必要なのかなと思います。その切り口
の一つとして地区の創生を考えた時にその切り札は地区公民館にある
と私は思います。地区公民館とその地区の住民に対してどういうアプ
ローチを中央公民館としての機能を果たしていくのか，そこのところ
が新しい機能のところに強調されていけば良いのかなと。大崎市全体
として地区公民館は指定管理が進んで基幹公民館は６館なんですが，
中央公民館がその基幹公民館６館と１８の地区公民館とどういうリン
クの仕方をして人づくり，地域づくりに対してもっともっと影響力を
持たなければならない筈ですよね。市全体の中央公民館としての機能
でしたら地区公民館と基幹公民館に対してのどの様なアプローチをし
ていくのか，そして地域の創生というようなものに対して人づくり人
材づくりにどういう関わりを中央公民館していくというのがもっと文
面の中に強調されればいいのかなというようなことで読まさせていた
だきました。



　中央公民館の機能と考えた時には大変に大きなもので，主催事業も
大事ですし，貸館事業もある。それでは前と同じなのでそれ以上のも
のが地域との関わりではないかと思います。中央公民館が大崎市全体
の公民館をコントロールする，支援するという役割を今でもやってい
るでしょうがそれを強調されると，地方創生というところに絡んでい
くような気がしました。
　いろいろな計画を見ると必ず地域人材の活用というのが必ず出てき
ますよね。あるところでもお話ししたのですが，地域人材というのは
地域に行けば必ずいるのか。地域人材を活用ということはいることを
前提としているので活用なんですよね。そうした時に地域の人材とい
うのは何もしないで出てくるものではないので，是非文言として入れ
ていただきたいのは「地域人材の育成」それを中央公民館でも基幹公
民館，地区公民館でも積極的にやっていくんだという文言を是非いれ
て欲しいなと思います。協働教育で必ず出てくるのは地域人材の活用
と出てくるのですが，ある時担当の方と話をした時にいつまでも活用
と言ってもいることを前提としているのはおかしいのではないかと，
行政としては育成をするという視点をもっともっと強調して行かない
と枯渇してしまうのではないかという話をしたこともあるので是非そ
の辺も含めましてご協議頂ければなと思います。

氏家委員 　いずれ議会に新しい公民館の建築をという段階まで行くと思います
が，そのためには公民館機能を最大限に発揮していくには，箱も必要
ですし，人ももっともっと必要だということを切実に説得をしていか
なければならないのかなと思います。そういう意味で前段のあたりの
文言をもう少し切迫感があるような文言にされてはどうかなと思いま
す。松本委員さんがおっしゃったこともたぶんそのあたりかと思いま
す。

教育部長 　これは取扱いとしては中間案ということになります。１０月の庁議
に出させていただいて市長部局との共通認識にたってもらう。その後
手続きとして公民館運営審議会に諮り，最終的に教育委員会に諮り決
定いただくという流れになると思っております。
　今回特にこの構想の中で委員長からもありましたが，人材育成とい
う部分がこれまでも公民館で担ってきていますが，今まで以上に単に
いろいろな事業を展開するだけではなくて地域づくりなり，或いは地
域に残っている各階層を担う人達が少し弱ってきている。そこの部分
で人材育成の部分を少し出しましょうということで，９ページの下の
赤字になっている部分なんですけれどもここが新しい施設によりこう
いう部分を機能強化していきましょうという表記にさせていただいて
います。
　施設のコンセプトしては単なる生涯学習事業を展開する施設だけで
はなくて色々な活動をしている方が気軽に寄れてなおかつそこで色々
な情報を交換ができる。或いは地域に帰って色々な活動ができるそん
な支援を少し強化しましょうというそんなところの問題意識を持った
計画にしたいと考えています。
　もう一つ防災拠点のお話しが出ましたが，館長もお答えしましたが
市民病院跡地に防災拠点が整備される。そことの役割分担は当然出て
くると思います。もう一つ地域振興施設も政策課の方で計画しており
まして仮称・道の駅と使っておりますが，要望として色々な使い方を
したいので例えばその中に調理機能を持たせて欲しいというのも出て
いるようです。そうなると目と鼻の先で新しく拠点となるこの施設に
調理室をどうしようかという話も具体的には今後出てきますが，近く
の拠点と役割分担をしながら，一体的なエリアとして整備できればな
という考え方に立っていることです。



　一番頭を悩ませているのは今後１０年先，２０年先の話になると思
いますが地区公民館を将来的にどう教育委員会として捉えて行こうか
ということをここ１０年ぐらいの間には，１０年先，２０年先の部分
をそろそろ出していく必要があると思います。その背景には一つは，
旧志田郡には基幹公民館しかない，地区公民館が無いという意見がご
ざいます。もう一つは地域づくりと公民館事業とその機能分担をどの
様に整理しようかとというのがあって，まちづくり推進課によって
コーディネータ事業という補助事業を立ち上げて池月の方で手を挙げ
て取り組んでいるのですが，公民館事業と地域の団体，人材育成事業
をすこし整理した形でやられている事業なんですが，この事業が地域
に入っていった時に今ある地区公民館の部分をどう整理をしていくの
かという議論が出てくるのかと思っております。また，まちの中のコ
ミュニティー再生というのも大きな課題となってきておりましてコ
ミュニティ推進協議会がだいぶ弱ってきているので，そこに公民館が
どう関わっていけるのか。これはかなりハードルが高くてですね，そ
ういうものをこの構想を踏まえた後にまたここ１０年ぐらいには整理
しなくてならない課題だなという風に思っているところでした。

氏家委員 　市の総合推進計画を眺めていると，教育委員会単独ではどうしよう
もないんですよね。先日の会議でも図の中に重点プロジェクトとかあ
るんですが，あの重点プロジェクトは市の組織が総がかりでないと達
成できないですよね，今部長さんが話されたことも公民館だけで突っ
走る訳にはいかないと思います。そうすると色々なところでプロジェ
クトチームを立ち上げて実践していくしかないと思います。そうとう
難しい問題ですね。予算の面もあるし，人員の問題もあるし，そうす
ると各課から集まって，知恵と金を出してある程度地域再生みたいな
形でやっていかないと成果が出てこないのかなと思います。

委員長 　これまでになかったものになってくれると良いですね。地域の人材
と言っても年寄ばかりですからね。次の世代に繋がってはいないです
からね。ですからそういう意味で地域の新しい形での創生というのが
大変難しいのですが，その辺を公民館，教育委員会も切り口として進
めていくというのは喫緊の課題なのかなと思います。特効薬は無いの
で地道に人づくりとかそういったものと関わっていけば行かねばなら
ないのかなと思います。昔で言えば青年会とかそういう組織がしっか
りした時は各地域にそのような方がいたので，青年会，４Ｈクラブと
か既存の団体でいた時代はそういう方々担っていくパターンも多かっ
たのでしょうが，今はほとんどそういった事が難しいので，やはりそ
ういう面を積極的に取り組んでいかなければならないのかなと，中央
公民館にその機能を旗を掲げていただければ，説得力も出てくると思
います。

氏家委員 　５年先，１０年先と言ってられないと思いますね。１年毎に実績を
作ってせめて３年先くらいで手ごたえを掴んでいかないと。コミュニ
ティーの中心となっている方が，私の地区だと７０歳代位なんですよ
その下はというといないんですよ。近くの神社にしめ縄を集落ごとに
奉納するんですが，作る人がいないというわけで氏子がお金を出して
既製品を買って奉納しましょうということになっているんですね。６
年前私の集落で引き受けましたがみんなで集まってやったんですが，
そういう力も現実無くなっているんですね。

委員長 　質疑がなければ，本報告については，了といたします。

委員長 　以上で，本日の教育委員会定例会を終了いたします。



委員長 　次に，各課・館の報告に入ります。
教育部長→参事→中央公民館長→教育総務課長→学校教育課長→生涯

学習課長→文化財課長→図書館長→学校教育課副参事

閉　　会 この会議録の作成者は次のとおりである。

　教育総務課　総務担当　係長　角力山　淳

　上記記録の正確なることを認め，ここに署名する。

　平成　　 　年　 　　月　　　 日

　　　　　委員長

　　　　　署名委員


